
 
令和８年１月１５日  

四万十町役場健康福祉課  

四万十町手話言語条例（案）に関する意見募集 

四万十町では、手話が言語であるとの認識の下、手話に対する理解の促進と手話の普及に努め、ろう者

を含む全ての町民が安心して生活できる地域社会の実現を目指して、条例の制定を進めています。 

つきましては、次の要領で広く町民の皆さまからのご意見を募集します。  

 

1 意見募集案件  

四万十町手話言語条例（案）  

2 意見募集期間  

令和８年１月１５日（木）～令和８年２月５日（木）※必着 

3 資料の閲覧方法  

（１）閲覧所での閲覧  

①本庁１階閲覧所 ②大正地域振興局１階閲覧所 ③十和地域振興局１階閲覧所  

④興津出張所閲覧所  

（２）町ホームページでの閲覧  

4 意見の提出方法  

（１）意見箱による投函  

（２）郵送の場合（送料はご負担ください）  

〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号 

四万十町役場  健康福祉課 宛  

（３）ＦＡＸの場合 ０８８０－２２－３７２５ 

（４）直接提出する場合 四万十町役場健康福祉課 へお越しください。 

（５）電子メールの場合 106020＠town.shimanto.lg.jp  

  

様式の指定はありませんが、住所、氏名、連絡先（電話番号）、どの部分に対するご意見かを記入し、

上記のいずれかの方法で提出してください。  

（電話での意見提出はお受けできませんので、あらかじめご了承ください）  

 

 ！注意事項！  

（１）ご提出いただいたご意見は、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、原則公表となり

ますのであらかじめご承知おきください。  

（２）皆さまからいただいたご意見に対し、個別にお答えできませんので、その旨ご了承お願いします。  

（３）ご意見中に、個人に関する情報で特定の個人が識別し得る情報がある場合及び法人等の財産権等を害

する恐れがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。  

（４）ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明

な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見公募に関する業務にのみ利用させてい

ただきます。  

 

◆お問い合わせ先◆ 四万十町役場健康福祉課 ＴＥＬ ２２－３１１５ 


